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１．空気流を調整等するための部品
エアスポイラー、エアダム、フードウィンドデフレクター、フードスクープ、ルーバー、フェンダースカート、その
他エアロパーツ類。

２．手荷物等を運搬するための部品

３．その他の部品
サンルーフ、コンバーチブル・トップ、窓フィルム（コーティングを含む）、バンパーガード、フェンダーカバー、
その他カバー類、ヘッドライト／フォグライトカバー、その他灯火器カバー類。ドア等プロテクター、その他ガード類。
サンバイザー、ルーフトップバイザー、その他バイザー類。水／泥はねよけ、アンテナ、ボディサイドモールディング、
デフレクター／スクリーン（グリル）。コーナーポール、コーナー等のセンサー、ナンバー取付ステー、任意灯火器類、
駐車ブレーキグリップ、警音器（ホーン）、補助メーター（水温、油温、油圧、過給圧等）。

注）�上記１.〜３.の車体まわり関係の自動車部品を装着することにより、歩行者、自転車等乗員に接触するおそれのあ
る車体外側表面部位は、外側に向けて先端が尖がった又は鋭い部分があってはならない。

４．原動機・排気系統関係の部品
リモコン式エンジンスターター、エキゾーストパイプチップ／エクステンション。

５．車室内に設置する部品
空気清浄器、エアコンディショナー、ナビゲーションシステム、無線機、電話機、音響／映像機器、盗難警報システ
ム、集中ドアロック、パワーウィンドウ、フットレスト、ニーレスト、シフトアップインジケーター。

６．身体障害者用操作装置の部品（健常者の使用は許されない）
下記の変更内容に係る部品に限り取付け等が認められる。
（１）ステアリングホイールへの旋回ノブの取付
（２）アクセル、クラッチ、ブレーキ等への手動操作部品の取付
（３）方向指示器レバーの移設または足踏み方式部品の取付
（４）足踏み式駐車ブレーキへの手押しレバーの取付
（５）ペダル類へのペダルを延長するための部品の取付
（６）助手席への補助ブレーキペダルの一時的な取付
（７）アクセルペダルまたはブレーキペダルの移設または増設
（８）ワンタッチ式駐車ブレーキ補助装置の追加取付




